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秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第43号

秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例

（秋田市職員給与条例の一部改正）

第１条 秋田市職員給与条例（昭和28年秋田市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。

第25条中「現に在職する職員であって常時勤務する者」を「次に掲げ

る職員のいずれかに該当する職員」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 規則で定める地区に在勤する職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち勤務し、又は居住する地区の

寒冷および積雪の度を考慮して同号に掲げる職員との権衡上必要が

あると認められるものとして次に掲げる職員

ア 規則で定める基準に適合すると認められる公署に在勤する職員

イ アに掲げる職員以外の職員のうち前号の規則で定める地区に居

住する職員

第27条の３第２項第１号中「宿日直手当」の次に「、寒冷地手当」を

加える。

第27条の４第１項中「、第10条、第25条および第25条の２」を「およ

び第10条」に改める。

（秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 秋田市公営企業職員の給与に関する条例（昭和28年秋田市条例第

17号）の一部を次のように改正する。

第11条中「現に在職する職員であって常時勤務する者」を「次に掲げ

る職員のいずれかに該当する職員」に改め、同条に次の各号を加える。
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(1) 別に定める地区に在勤する職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち勤務し、又は居住する地区の

寒冷および積雪の度を考慮して同号に掲げる職員との権衡上必要が

あると認められるものとして次に掲げる職員

ア 別に定める基準に適合すると認められる公署に在勤する職員

イ アに掲げる職員以外の職員のうち前号の別に定める地区に居住

する職員

第18条第１項中「、第11条」を削る。

（秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例（令和４年秋田市条

例第37号）の一部を次のように改正する。

附則第８項中「、第10条、第25条および第25条の２」を「および第10

条」に改める。

附則第10項中「、第11条」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この項および次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地在勤職員 市内の公署に在勤する秋田市職員給与条例の適

用を受ける職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第57条に規

定する単純な労務に雇用される者を除く。）であって、常時勤務に服

する職員、同法第22条の４第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）又は秋田市職員給与条例

等の一部を改正する条例附則第３項に規定する暫定再任用短時間勤務

職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）であるものをい

う。

(2) 新寒冷地等在勤等職員 第１条の規定による改正後の秋田市職員給
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与条例（以下「改正後の給与条例」という。）第25条各号に掲げる職

員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年

前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものを

いう。

(3) 特定旧寒冷地在勤職員 旧寒冷地在勤職員であって、新寒冷地等在

勤等職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 特定旧寒冷地在勤職員につき、基準日（改正

後の給与条例第25条に規定する基準日をいい、その属する月が令和７

年11月から令和11年３月までのものに限る。次項において同じ。）に

おけるその基準世帯等区分（当該者のこの条例の施行の日の前日以降

における世帯等の区分（改正後の給与条例第25条の２第１項に規定す

る世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。）のうち、同項の

表に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。）をそ

の世帯等の区分とみなして、同項の規定を適用したならば算出される

寒冷地手当の額をいう。

３ 特定旧寒冷地在勤職員に対しては、改正後の給与条例第25条および第

25条の２の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額に次の表の左欄に掲

げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める割合を乗じて得

た額の寒冷地手当を支給する。

令和７年11月から令和８年３月まで 100分の80

令和８年11月から令和９年３月まで 100分の60

令和９年11月から令和10年３月まで 100分の40

令和10年11月から令和11年３月まで 100分の20

４ 秋田市職員給与条例第25条の２第２項および第３項の規定は、前項の

規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合にお

いて、同条第２項中「、前項」とあるのは「、秋田市職員給与条例等の

一部を改正する条例（令和７年秋田市条例第43号。以下「令和７年改正

条例」という。）附則第３項」と、同項第１号中「前項」とあるのは

「令和７年改正条例附則第３項」と、同条第３項中「前２項」とあるの
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は「令和７年改正条例附則第３項および令和７年改正条例附則第４項に

おいて準用する前項」と、「第１項」とあるのは「令和７年改正条例附

則第３項」と、同項第１号および第２号中「前項各号」とあるのは「令

和７年改正条例附則第４項において準用する前項各号」と読み替えるも

のとする。

５ 令和７年11月から令和８年３月まで、同年11月から令和９年３月まで、

同年11月から令和10年３月までおよび同年11月から令和11年３月までの

各月の初日において、市内の公署に在勤する次に掲げる秋田市公営企業

職員の給与に関する条例の適用を受ける職員（第２条の規定による改正

後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例第11条の規定により寒冷地

手当が支給される職員を除く。）に対しては、別に定めるところにより

寒冷地手当を支給する。

(1) 常時勤務に服する職員

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

(3) 暫定再任用短時間勤務職員

（規則への委任）

６ 附則第２項から附則第４項までに定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、規則で定める。
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秋田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第44号

秋田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

秋田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年秋田市条例第６号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「および第２項の」を「から第３項までおよび第５項の」に改

める。

第23条第２号中「および勤務日ごとの勤務時間」および「（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）」を削り、「除く」の次に「。次条

において同じ」を加える。

第24条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１

項を次のように改める。

育児休業法第19条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、30

分を単位として行うものとする。

第24条第２項および第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、

同条の次に次の４条を加える。

（第２号部分休業の承認）

第24条の２ 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同

条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承

認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる

場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を

承認することができる。
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(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場

合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき

当該勤務時間の時間数

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

（育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間）

第24条の３ 育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年

４月１日から翌年３月31日までとする。

（育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準とし

て条例で定める時間）

第24条の４ 育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を

基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に10

を乗じて得た時間

（育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情）

第24条の５ 育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶

者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の

同条第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生

じたことにより同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」とい

う。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の

養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

第25条第１項中「部分休業」の次に「（育児休業法第19条第１項に規定

する部分休業をいう。以下同じ。）」を加える。

第26条を次のように改める。

（部分休業の承認の取消事由）

第26条 育児休業法第19条第６項において準用する育児休業法第５条第２

項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第19

条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和

８年３月31日までの間における同条第１項の規定による部分休業の承認

の請求をする場合における改正後の秋田市職員の育児休業等に関する条

例第24条の４の規定の適用については、同条第１号中「77時間30分」と

あるのは「38時間45分」と、同条第２号中「10」とあるのは「５」とす

る。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

等の一部を改正する条例の一部改正）

３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

等の一部を改正する条例（令和４年秋田市条例第36号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則第２項中「第２条の規定による改正後の」および「（以下この項

において「新育児休業条例」という。）」を削り、「定年前再任用短時

間勤務職員」を「短時間勤務の職を占める職員」に、「新育児休業条例

の」を「同条例の」に改める。
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秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第45号

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年秋田市条例第４

号）の一部を次のように改正する。

第８条の２第１項および第４項中「第３項まで」の次に「および第16条

の２第２項」を加える。

第15条第１項中「定める者」の次に「（第16条の３第１項において「配

偶者等」という。）」を加える。

第16条の次に次の３条を加える。

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等）

第16条の２ 任命権者は、秋田市職員の育児休業等に関する条例（平成４

年秋田市条例第６号）第27条第１項の措置を講ずるに当たっては、同項

の規定による申出をした職員（以下この項において「申出職員」とい

う。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号におい

て「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるため

の措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 秋田市職員の育児休業等に関する条例第27条第１項の規定による申

出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起

因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想され
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る職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項

に係る申出職員の意向を確認するための措置

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる

措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号におい

て「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるため

の措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するた

めの措置

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職

員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職

業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係

る対象職員の意向を確認するための措置

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認し

た事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認

等）

第16条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護と

の両立に資する制度又は措置（以下この項および次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立

支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他

の措置を講じなければならない。

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度

（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において、前項に規定す

る事項を知らせなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第16条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) 前２号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の

整備に関する措置

第18条中「前条まで」を「第16条までおよび前条」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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秋田市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第46号

秋田市立学校設置条例の一部を改正する条例

秋田市立学校設置条例（昭和39年秋田市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

別表小学校の表秋田市立土崎小学校の項中「秋田市土崎港中央三丁目１

番78号」を「秋田市土崎港東一丁目６番39号」に改め、同表秋田市立土崎

南小学校の項および秋田市立戸島小学校の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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秋田市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第47号

秋田市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例

秋田市立学校授業料等徴収条例（昭和24年秋田市条例第18号）の一部を

次のように改正する。

第７条の２に次のただし書を加える。

ただし、入学に係る入学検定料は、必要に応じて後納させることがで

きる。

第８条ただし書を次のように改める。

ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例第８条の規定は、令和７年４

月以後の月分の授業料ならびに令和８年４月１日以後に入学し、又は転

入学する者に係る入学金および入学検定料の還付について適用する。
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秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第48号

秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

秋田市公営企業職員の給与に関する条例（昭和28年秋田市条例第17号）

の一部を次のように改正する。

第16条第２項中「一部」を「全部又は一部」に改め、「範囲内」の次に

「又は１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内」を加える。

第17条第２項中「「小学校就学の始期」とあるのは「３歳」と、」を削

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第40号

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年秋田市規則第２

号）の一部を次のように改正する。

第15条の２第２項中「、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した」を削る。

第15条の３第２項中「介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続

し、又は終業の時刻まで連続した２時間（」を削り、「による」の次に

「同条第１項に規定する」を加え、「部分休業」を「第１号部分休業」に、

「日に」を「日の介護時間に」に、「、当該」を「、１日につき」に、

「時間）」を「時間」に改める。

第22条の次に次の１条を加える。

（３歳に満たない子を養育する職員に対する意向確認等の措置を講ずる

期間）

第22条の２ 条例第16条の２第２項の規則で定める期間は、同項に規定す

る対象職員の子が１歳11箇月に達する日の翌々日から２歳11箇月に達す

る日の翌日までの１年間とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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秋田市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正す

る規則をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第41号

秋田市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改

正する規則

（秋田市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則および秋田市単

純労務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第１条 次に掲げる規則の規定中「１日」の次に「の勤務時間の全部もし

くは一部」を加える。

(1) 秋田市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成12年秋

田市規則第19号）第１条

(2) 秋田市単純労務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

（令和元年秋田市規則第22号）第１条

（秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の一部改正）

第２条 秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則（平成12年秋田市

規則第20号）の一部を次のように改正する。

第17条第２項中「一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）」

を「全部又は一部」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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秋田市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第42号

秋田市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

秋田市職員の育児休業等に関する規則（平成４年秋田市規則第５号）の

一部を次のように改正する。

第12条の見出し中「および勤務時間」を削り、同条中「（１日につき定

められた勤務時間が６時間15分以上である勤務日があるものに限る。）」

を削る。

第13条の見出し中「請求手続」を「請求手続等」に改め、同条第１項中

「、部分休業承認請求書」を「第１号部分休業承認請求書又は第２号部分

休業承認請求書により、請求の申出は部分休業請求申出書により、請求の

申出の変更は部分休業申出変更書」に改め、同条第２項中「請求」の次に

「、請求の申出および請求の申出の変更」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第43号

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市職員給与条例施行規則（昭和28年秋田市規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第４条の22第２項第２号中「育児休業をし」の次に「、育児休業法第19

条第１項に規定する部分休業（１日の勤務時間の全部について勤務しない

こととなる場合のものに限る。）をし」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第44号

秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市職員給与条例施行規則（昭和28年秋田市規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第14条の３第３項中「第14条各号」を「第14条の３各号」に改め、同条

を第14条の５とし、第14条の２を第14条の４とし、第14条の前の見出しお

よび同条第６号を削り、同条を第14条の３とし、第13条の２の次に次の見

出しおよび２条を加える。

（寒冷地手当）

第14条 条例第25条第１号の規則で定める地区は、次に掲げる地区とする。

(1) 河辺地区

(2) 雄和地区

２ 条例第25条第２号アの規則で定める基準は、公署の所在地の月の平均

気温の最低値（過去30年間の各月の平均気温であって、気象庁が発表す

る数値をいう。）が摂氏零度以下であり、かつ、その所在地の月の最深

積雪の最大値（過去30年間の各月の平均積雪深（12月から翌年３月まで

のものに限る。）のうち、気象庁が発表する数値をいう。以下この項に

おいて同じ。）が15センチメートル以上であること、又は公署の所在地

の月の最深積雪の最大値が80センチメートル以上であることとする。

第14条の２ 条例第25条の２第１項の表に規定する「世帯主である職員」

とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲

げるものをいう。

(1) 扶養親族（職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の
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扶養を受けているものおよび条例第８条第２項に規定する扶養親族を

いう。次号において同じ。）を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、

寮等の一部屋を専用している者

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第45号

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の一部を改正する規

則

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則（平成12年秋田市規則第

20号）の一部を次のように改正する。

第12条中「在職する」を「おいて次に掲げる職員のいずれかに該当す

る」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 条例第25条第１号に掲げる地区に在勤する職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち勤務し、又は居住する地区の寒

冷および積雪の度を考慮して同号に掲げる職員との権衡上必要がある

と認められるものとして次に掲げる職員

ア 条例第25条第２号アに規定する公署に在勤する職員

イ アに掲げる職員以外の職員のうち条例第25条第１号に掲げる地区

に居住する職員

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 令和７年11月から令和８年３月まで、同年11月から令和９年３月まで、

同年11月から令和10年３月までおよび同年11月から令和11年３月までの

各月の初日において、市内の公署に在勤する職員（改正後の秋田市単純
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労務職員の給与の基準に関する規則第12条の規定により寒冷地手当が支

給される職員を除く。）に対しては、寒冷地手当を支給する。
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市長の職務代理者を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年10月10日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第46号

市長の職務代理者を定める規則の一部を改正する規則

市長の職務代理者を定める規則（平成３年秋田市規則第７号）の一部を

次のように改正する。

第２条中「鎌田副市長、柿﨑副市長」を「柿﨑副市長、猿田副市長」に

改める。

附 則

この規則は、令和７年10月11日から施行する。
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秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程

をここに公布する。

令和７年10月１日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局管理規程第３号

秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する

規程

秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程（平成４年秋田市水道

事業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

第14条中「次条」を「次条および第15条の２」に改め、「（非常勤職員

（地方公務員法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。以下同じ。）にあっては、３歳）」を削り、「一部」を「全部又

は一部」に改め、同条第２号中「（１日につき定められた勤務時間が６時

間15分以上である勤務日があるものに限る。）」を削り、「以外の非常勤

職員」の次に「（地方公務員法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。次条において同じ。）」を加え、同条に次の３項

を加える。

２ 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年４月１

日から翌年３月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる

範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するか

を管理者に申し出るものとする。

(1) １日につき２時間を超えない範囲内

(2) １年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内

３ 前項の規定による申出をした職員は、配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の前項
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の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことに

より当該申出の内容の変更をしなければ同項の職員の小学校就学の始期

に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると管理者が認める事情が

ある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

４ 第２項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内（前項

の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの）において、

第１項の規定による部分休業の請求をすることができる。

第15条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１

項を次のように改める。

前条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部

分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、30分を単位とし

て行うものとする。

第15条第２項および第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、

同条の次に次の１条を加える。

（第２号部分休業の承認）

第15条の２ 第14条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に

規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時

間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっ

ては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認するこ

とができる。

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場

合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき

当該勤務時間の時間数

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

第16条第１項第１号中「始めまたは」を「始め、又は」に改め、同項第

２号中「もしくは」を「又は」に改め、同項第３号中「死亡しまたは」を

「死亡し、又は」に改め、同条第２項第２号を次のように改める。

(2) 当該職員が、第14条第３項の規定による変更をしたとき。

第16条第２項第３号を削る。
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第18条の見出し中「請求」を「請求手続等」に改め、同条第１項中「第

14条」を「第14条第１項」に、「の請求は、部分休業承認請求書」を「の

承認の請求は第１号部分休業承認請求書又は第２号部分休業承認請求書に

より、同条第２項の規定による請求の申出は部分休業請求申出書により、

同条第３項の規定による請求の申出の変更は部分休業申出変更書」に改め

る。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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秋田市訓令第４号

庁 中 一 般

関 係 各 所

秋田市副市長事務分掌規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年10月10日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市副市長事務分掌規程の一部を改正する訓令

秋田市副市長事務分掌規程（平成14年秋田市訓令第１号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第１号中「鎌田副市長」を「柿﨑副市長」に、「観光文化スポー

ツ部、産業振興部」を「市民生活部、福祉保健部、子ども未来部、環境

部」に改め、「会計課」の次に「ならびに消防」を加え、同条第２号中

「柿﨑副市長」を「猿田副市長」に、「市民生活部、福祉保健部、子ども

未来部、環境部」を「観光文化スポーツ部、産業振興部」に改め、「なら

びに消防」を削る。

第３条中「鎌田副市長および柿﨑副市長」を「柿﨑副市長および猿田副

市長」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和７年10月11日から施行する。

（秋田市アメリカシロヒトリ防除対策会議規程の一部改正）

２ 秋田市アメリカシロヒトリ防除対策会議規程（昭和48年秋田市訓令第

２号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「柿﨑副市長」を「建設部に関する事務を担任する副
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市長」に改める。

（秋田市不動産評価審査委員会規程および秋田市能力開発委員会規程の

一部改正）

３ 次に掲げる訓令の規定中「鎌田副市長」を「総務部に関する事務を担

任する副市長」に改める。

(1) 秋田市不動産評価審査委員会規程（昭和48年秋田市訓令第13号）第

３条第２項

(2) 秋田市能力開発委員会規程（平成３年秋田市訓令第６号）第３条第

２項
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秋田市上下水道局訓令第３号

上 下 水 道 局

関 係 各 所

秋田市上下水道局職員就業規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

令和７年10月１日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

秋田市上下水道局職員就業規程の一部を改正する訓令

秋田市上下水道局職員就業規程（昭和31年秋田市水道ガス局訓令第10

号）の一部を次のように改正する。

第４章中第24条の２の次に次の１条を加える。

（育児又は介護を行う職員の仕事と生活との両立支援のための措置）

第24条の３ 妊娠、出産等についての申出をした職員等および配偶者等

（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者をいう。）

が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等ならびに勤

務環境の整備に関する措置については、秋田市上下水道局職員の育児休

業等に関する規程（平成４年秋田市水道事業管理規程第８号）に定める

もののほか、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例および秋田市

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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秋田市告示第279号 

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項および第115条の５第

２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者および指定介護予防サービ

ス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第78条および第115条の

10の規定により告示する。 

 

  令和７年10月２日 

 

秋田市長 沼 谷   純      

 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 廃止の年月日 

サービスの 

種 類 

医療法人 

わらべ会 

稲庭クリニ 

ック通所リ 

ハビリテー 

ションセン 

ター 

秋田市南通亀の 

町２番21号 
令和７年９月30日 

通所リハビ 

リテーショ 

ン、介護予 

防通所リハ 

ビリテーシ 

ョン 
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秋田市告示第280号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例第28号）

第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放置禁止区域内およ

び自転車等放置規制区域内に放置されていた自転車等を次のとおり撤去し、

保管したので、同条例第11条第１項の規定により告示する。

令和７年10月６日

秋田市長 沼 谷 純

１ 撤去し、保管した自転車等

(1) 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

制区域 ３台

イ 秋田駅南地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車等放置規

制区域 ３台

(2) 撤去し、保管した年月日

令和７年９月１日から同月30日まで

(3) 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車場内）

秋田市自転車等保管所

(4) 返還を開始する年月日および返還を行う期間

令和７年10月６日から令和８年４月６日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を

提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の利用者又は所有者

であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属
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この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用者等の引

取りがないものについての所有権は、自転車の安全利用の促進及び自転

車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第６

条第４項の規定に基づき本市に帰属する。

４ 問合せ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市都市整備部交通政策課 電話 888－5766

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話 834－6497
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秋田市告示第281号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による

身体障害者手帳の申請に関わる医師を次のとおり指定したので、秋田市身

体障害者福祉法施行細則（平成７年秋田市規則第34号）第５条の規定によ

り告示する。

令和７年10月６日

秋田市長 沼 谷 純

医師氏名 医療機関名 診療科名 担当する障害分野

安 田 卓 矢 中通総合病院 内科 肢体不自由

柏 熊 裕 美 秋田大学医学部 眼科 視覚障害

附属病院
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秋田市告示第282号

令和７年10月１日の「令和７年９月秋田市議会定例会」において議決を

経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和７年10月６日

秋田市長 沼 谷 純
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議案第102号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第３号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ311,630千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,104,494千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第３条 市債の追加は、「第３表 市債補正」による。
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16 26,736,166 23,846 26,760,012

1 国庫負担金 21,765,836 1,583 21,767,419

2 国庫補助金 4,890,947 22,263 4,913,210

17 10,517,763 15,540 10,533,303

2 県補助金 2,872,637 15,540 2,888,177

19 2,517,144 11,889 2,529,033

1 寄附金 2,517,144 11,889 2,529,033

21 789,980 256,455 1,046,435

1 繰越金 789,980 256,455 1,046,435

23 10,611,000 3,900 10,614,900

1 市債 10,611,000 3,900 10,614,900

148,792,864 311,630 149,104,494

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰越金

市債

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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2 18,903,005 76,759 18,979,764

1 総務管理費 16,444,095 17,193 16,461,288

2 徴税費 1,148,500 59,566 1,208,066

3 56,738,917 32,522 56,771,439

1 社会福祉費 26,619,053 19,327 26,638,380

2 児童福祉費 20,949,759 13,195 20,962,954

4 10,834,087 30,826 10,864,913

2 保健所費 2,362,416 30,826 2,393,242

5 536,672 1,889 538,561

1 労働諸費 536,672 1,889 538,561

6 2,615,140 12,016 2,627,156

1 農業費 1,855,045 9,918 1,864,963

3 林業費 428,186 2,098 430,284

7 9,736,938 133,272 9,870,210

1 商工費 9,736,938 133,272 9,870,210

10 12,956,188 10,000 12,966,188

8 専修学校費 146,639 10,000 156,639

11 161,216 14,346 175,562

1 農林水産施設災害復旧費 2 10,000 10,002

2 公共土木施設災害復旧費 159,327 4,346 163,673

148,792,864 311,630 149,104,494

商工費

教育費

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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第２表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和7年度
～

令和12年度

総合窓口支援システム等運用経費 令和7年度 795
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

小学校給食調理業務委託経費 令和7年度 42,332
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
庁舎総合管理業務委託経費 1,819,055

住民基本台帳業務関連システム標準化対応経費 7,334

雄和学校給食センター調理業務委託経費 20,491

中学校給食調理業務委託経費 60,536
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 第３表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

林 業 費 2,000 2,000

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

1,900 1,900

計 10,611,000 3,900 10,614,900

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法

普通貸借
又 は
証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

  政府資金の場合はそ
の融資条件による。銀
行その他の場合は債権
者と協議して定める。
ただし財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借
換することができる。
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議案第103号

令和７年度秋田市国民健康保険事業会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の国民健康保険事業会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ75,666千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,676,901千円とす

る。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。
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3 272 75,666 75,938

1 国庫補助金 272 75,666 75,938

29,601,235 75,666 29,676,901

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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1 221,875 75,666 297,541

2 徴税費 93,804 75,666 169,470

29,601,235 75,666 29,676,901

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第104号

令和７年度秋田市介護保険事業会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の介護保険事業会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56,847千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,631,382千円と

する。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。
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8 7,948 56,847 64,795

1 繰越金 7,948 56,847 64,795

31,574,535 56,847 31,631,382

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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7 7,952 56,847 64,799

1 償還金及び還付加算金 7,952 56,847 64,799

31,574,535 56,847 31,631,382

歳　　出

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第105号

令和７年度秋田市後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32,586千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,823,831千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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6 0 32,586 32,586

1 国庫補助金 0 32,586 32,586

4,791,245 32,586 4,823,831

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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1 74,105 32,586 106,691

2 徴収費 42,481 32,586 75,067

4,791,245 32,586 4,823,831

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第106号

令和７年度秋田市水道事業会計補正予算 （第１号 ）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条 令和７年度秋田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「 3 , 6 1 3 , 7 4 4 千 円 」 を 「 3 , 6 0 6 , 8 1 0 千 円 」 に 、 建 設 改 良 積 立 金

「 5 2 6 , 4 0 3 千 円 」 を 「 5 1 9 , 4 6 9 千 円 」 に そ れ ぞ れ 改 め 、 資 本 的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 資本的収入 6,811,823千円 △97,819千円 6,714,004千円

第１項 企 業 債 5,996,600千円 △62,900千円 5,933,700千円

第３項 補 助 金 169,553千円 △34,919千円 134,634千円

支 出

第１款 資本的支出 10,425,567千円 △104,753千円 10,320,814千円

第１項 建設改良費 8,996,796千円 △104,753千円 8,892,043千円

（継 続 費）

第３条 予算第５条から第12条までを１条ずつ繰り下げ、予算第４条の次

に次の１条を加える。

（継 続 費）

第５条 継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

（変 更 前）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 仁 井 田 2,596,000千円 令和５年度 1,550,000千円
支 出 改良費 浄 水 場

取水 ･導水 令和６年度 578,214千円
施 設
整 備 工 事 令和７年度 467,786千円
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（変 更 後）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 仁 井 田 2,896,000千円 令和５年度 1,550,000千円
支 出 改良費 浄 水 場

取水 ･導水 令和６年度 578,214千円
施 設
整 備 工 事 令和７年度 363,033千円

令和８年度 404,753千円

（企 業 債）

第４条 予算第７条に定めた限度額を次のとおり補正する。

(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

限 度 額 5,996,600千円 △62,900千円 5,933,700千円

（利益剰余金の処分）

第５条 予 算 第 1 2 条 中 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ｢ 7 2 , 5 2 7 千 円 ｣ を

「52,379千円」に改め、処分額を次のとおり補正する。

(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

(1) 利 益 積 立 金 72,527千円 △20,148千円 52,379千円
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議案第107号

令和７年度秋田市下水道事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和７年度秋田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(既決予定量) (補正予定量) ( 計 )

(4) 主要な建設改良事業

(ｲ) 管渠建設

管渠布設 1,883ｍ △183ｍ 1,700ｍ

(ﾛ) ポンプ場建設

排水ポンプ施設整備 ４施設 △１施設 ３施設

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中減債積立金「102,816千円」を「418,830

千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,962,048千円」を「2,247,128

千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,934,379千円」を「1,333,285

千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとお

り補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 資本的収入 12,007,662千円 △5,133,000千円 6,874,662千円

第１項 企 業 債 6,618,800千円 △2,566,500千円 4,052,300千円

第３項 補 助 金 4,412,813千円 △2,566,500千円 1,846,313千円

支 出

第１款 資本的支出 16,432,425千円 △5,133,000千円 11,299,425千円

第１項 建設改良費 11,428,195千円 △5,133,000千円 6,295,195千円
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（継 続 費）

第４条 予算第５条の継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

（追 加）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 公共下水道 570,000千円 令和７年度 100,000千円
支 出 改良費 太平川９号

幹 線 令和８年度 190,000千円
整 備 事 業

令和９年度 280,000千円

（変 更）

（変 更 前）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 古 川 雨 水 9,200,000千円 令和５年度 301,000千円
支 出 改良費 排 水

ポ ン プ 場 令和６年度 4,106,000千円
整 備 事 業

令和７年度 4,793,000千円

１資本的 １建 設 川口汚水中継 131,000千円 令和７年度 5,000千円
支 出 改良費 ポ ン プ 場

ゲート設備 令和８年度 126,000千円
更 新 事 業

（変 更 後）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１資本的 １建 設 古 川 雨 水 9,200,000千円 令和５年度 301,000千円
支 出 改良費 排 水

ポ ン プ 場 令和６年度 4,106,000千円
整 備 事 業

令和７年度 60,000千円

令和８年度 4,733,000千円

１資本的 １建 設 川口汚水中継 180,000千円 令和７年度 5,000千円
支 出 改良費 ポ ン プ 場

ゲート設備 令和８年度 175,000千円
更 新 事 業

（企 業 債）

第５条 予算第７条に定めた限度額を次のとおり補正する。

(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

限 度 額 6,618,800千円 △2,566,500千円 4,052,300千円
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秋田市告示第283号

令和７年10月１日の「令和７年９月秋田市議会定例会」において認定を

経た決算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和７年10月６日

秋田市長 沼 谷 純
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秋田市告示第284号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項および同条第５

項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含

む。）の規定に基づき、介護扶助および介護支援給付のための介護を担当

させる機関を次のとおり指定し、廃止し、および変更したので、生活保護

法第55条の３の規定により告示する。

令和７年10月９日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定

事業所名称 所 在 地 指定年月日

けあビジョンホーム秋田新
秋田市新屋扇町11番30号 令和７年７月15日

屋扇町訪問介護

虹の街訪問看護ステーショ 秋田市泉中央四丁目２番８号 Ｔ
令和７年８月１日

ンいずみ ・Ｋビル１階

いちご調剤薬局 秋田市川元山下町７番22号 令和７年７月１日

訪問介護たくりょう 秋田市土崎港南二丁目４番40号 令和７年８月15日

定期巡回・随時対応型訪問 秋田市仁井田二ツ屋二丁目12番42
令和７年８月15日

介護看護スマイルコール 号

２ 廃止

事業所名称 所 在 地 廃止年月日

いちご調剤薬局 秋田市川元山下町７番22号 令和７年６月30日
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あったかいごセンター秋田
秋田市土崎港中央三丁目12番９号 令和７年７月31日

指定居宅介護支援事業所

南寿園ホームヘルパーステ 秋田市上北手猿田字後谷地108番
令和７年７月31日

ーション 地３

有料老人ホーム拓稜ハウス
秋田市新屋朝日町13番25号 令和７年８月14日

割山

認知症対応型通所介護あさ
秋田市中通五丁目８番15号 令和７年８月31日

の杜

あゆみの里居宅介護支援事
秋田市豊岩小山字前田表150番地 令和７年８月31日

業所

３ 変更

事業所名称 所 在 地 変更年月日

旧 秋田市添川字鶴木台65番地３

特別養護老人ホーム光峰苑 令和４年12月15日

新 秋田市添川字矢坂16番地１
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秋田市告示第285号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条（中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

る場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療支援給付のための

施術を担当させる施術者を次のとおり廃止したので、生活保護法第55条の

３の規定により告示する。

令和７年10月９日

秋田市長 沼 谷 純

氏 名 施術所の名称 施術所の所在地 廃止年月日

打 川 亨 ＴＥＡＴＥ 秋田市泉三嶽根14番36号 令和４年12月31日

古 田 達 也 ＴＥＡＴＥ 秋田市泉三嶽根14番36号 令和７年４月30日
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秋田市告示第286号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例

による場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療支援給付のた

めの医療を担当させる機関を次のとおり廃止したので、生活保護法第55条

の３の規定により告示する。

令和７年10月９日

秋田市長 沼 谷 純

事業所名称 廃止年月日

ひがし稲庭クリニック 令和７年３月31日

小町堂薬局 令和７年６月30日

元町薬局 令和７年６月30日

いちご調剤薬局 令和７年６月30日

てらうち三千刈薬局 令和７年６月30日

旭川スダ薬局 令和７年６月30日

あらや調剤薬局 令和７年６月30日

長尾薬局 御野場店 令和７年６月30日
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ヒロコージ調剤薬局 令和７年６月30日
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秋田市告示第287号

次の後期高齢者医療保険料督促状は、その送達を受けるべき者の住所又

は居所が明らかでないため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第80号）第112条の規定により準用する地方税

法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該督促状は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月９日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和７年度第１期および第２期後期高齢者医療保険料督促状
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秋田市告示第288号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第59条第１項の規定に基づく指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療）の指定を廃止したので、同法第69条の規定により告示

する。

令和７年10月10日

秋田市長 沼 谷 純

担当する医療の種類：薬局

指定 医療機関
所 在 地 開 設 者 名 廃止年月日

番号 の 名 称

有限会社一会
令和７年

264
将軍野いわま 秋田市将軍野南四丁目６番

取締役
９月30日薬局 24－２号

岩 間 雄 一
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秋田市告示第289号

次の納税通知書は、本人の住所又は居所が不明のため送達できなかった

ので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により

公示送達する。

なお、当該納税通知書は、企画財政部市民税課に保管し、送達を受ける

べき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月14日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和７年度軽自動車税（種別割）納税通知書
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秋田市告示第290号

次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明のため送達できな

いので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に基づき、

公示送達する。

なお、当該書類は企画財政部市民税課で保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月14日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達すべき書類の名称

(1) 令和７年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書

(2) 令和７年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼変更通知書
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秋田市告示第291号

次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかでないため

送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第

１項の規定により公示送達する。

なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課収納推進室

に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月14日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

国民健康保険税督促状

３ 通知年度、賦課年度および期別

別紙（省略）のとおり
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秋田市告示第292号

次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法

律第80号）第112条の規定により準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送達を受ける

べき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月14日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和７年度後期高齢者医療保険料納入通知書
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秋田市告示第293号

次の納税通知書は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかで

ないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月14日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

国民健康保険税納税通知書（課税年度令和７年 賦課年度令和７年）
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秋田市告示第294号

次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月15日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

住所 秋田市下新城長岡字毛無谷地188番地16

氏名 亡 金澤裕之相続財産

２ 送達する書類

差押調書（謄本） １通

配当計算書 １通
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秋田市告示第296号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項および同条第５

項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含

む。）の規定に基づき、介護扶助および介護支援給付のための介護を担当

させる機関を次のとおり指定し、廃止し、および休止したので、生活保護

法第55条の３の規定により告示する。

令和７年10月15日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定

事業所名称 所 在 地 指定年月日

花の家居宅介護支援事業所 秋田市雄和石田字苗代沢18番地 令和７年９月１日

デイサービスかどや 秋田市高陽幸町１番14号 令和７年９月15日

２ 廃止

事業所名称 所 在 地 廃止年月日

デイサロンえにしあ 秋田市広面字蓮沼21番地１ 令和７年９月15日

３ 休止

事業所名称 所 在 地 休止年月日

光峰苑ショートステイケア
秋田市添川字鶴木台65番地３ 令和７年８月31日

ホテル鶴木台
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秋田市告示第297号

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、市道路

線を次のとおり認定するので、同法第９条の規定により告示する。

その関係図面は、秋田市建設部建設総務課において一般の縦覧に供する。

令和７年10月16日

秋田市長 沼 谷 純

１ 認定路線

整理 起 点 重要な
路線名

番号 終 点 経過地

広面字谷内佐渡146番11地先
80465 アカデミータウン21号線

広面字谷内佐渡146番13地先

広面字谷内佐渡146番17地先
80466 アカデミータウン22号線

広面字谷内佐渡146番19地先

２ 縦覧期間

令和７年10月16日から同月30日まで。ただし、土曜日および日曜日を

除く、午前８時30分から午後５時15分まで
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秋田市告示第298号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条（中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

る場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療支援給付のための

施術を担当させる施術者を次のとおり変更したので、生活保護法第55条の

３の規定により告示する。

令和７年10月20日

秋田市長 沼 谷 純

氏 名 施術所の名称 施術所の所在地 変更年月日

旧 秋田市泉三嶽根14番36号

佐 藤 貴 裕 ＴＥＡＴＥ 令和７年９月１日
秋田市大町一丁目３番８号

新
秋田ディライトビル２階

旧 秋田市泉三嶽根14番36号

佐 藤 英 朗 ＴＥＡＴＥ 令和７年９月１日
秋田市大町一丁目３番８号

新
秋田ディライトビル２階

旧 秋田市泉三嶽根14番36号

中 林 俊 也 ＴＥＡＴＥ 令和７年９月１日
秋田市大町一丁目３番８号

新
秋田ディライトビル２階

旧 秋田市泉三嶽根14番36号

渡 邊 嵩 憲 ＴＥＡＴＥ 令和７年９月１日
秋田市大町一丁目３番８号

新
秋田ディライトビル２階
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秋田市告示第299号

次の書類は、その送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月21日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

住所 秋田市河辺神内字妙見33番地１

氏名 関 原 竜 馬

２ 送達する書類

差押調書（謄本） １通

配当計算書 １通
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秋田市告示第300号

令和７年11月６日午前10時30分秋田市役所正庁に秋田市総合教育会議を

招集する。

令和７年10月22日

秋田市長 沼 谷 純

協議題

令和８年度における重点的な取組課題について
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秋田市告示第301号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基づき、会

計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次表右欄に掲げるも

のについては、それぞれ当該左欄に掲げる課所室に所属する出納員および

現金取扱員に委任し、又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

令和７年10月24日

秋田市長 沼 谷 純
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課所室名 委任事務

佐竹史料館
　佐竹史料館、久保田城御隅櫓、旧黒澤家住宅および如斯亭庭園の観覧料の
収納に関する事務。佐竹史料館使用料の収納に関する事務。図録頒布等収入
および望遠鏡利用収入の収納に関する事務。釣銭の出納保管に関する事務
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秋田市告示第302号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の２の３第１項に規定する指

定納付受託者の指定について、秋田市財務規則(平成９年秋田市財務規則

第37号)第43条の２第１項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指

定したので、同条第２項の規定により告示する。

令和７年10月25日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定納付受託者の名称および所在地

名 称 所 在 地

株式会社秋田国際カード 秋田市大町一丁目３番８号

株式会社秋田ジェーシービー 秋田市大町二丁目４番44号

カード

三井住友カード株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番31号

ＳＭＢＣ豊洲ビル

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山五丁目１番22号

青山ライズスクエア

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

(1) 佐竹史料館観覧料

(2）佐竹史料館使用料

３ 指定納付受託者を指定した年月日

令和７年10月25日
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秋田市告示第303号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定により

告示する。

令和７年10月25日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定公金事務取扱者の名称、所在地

名 称 所 在 地

公益財団法人秋田観光コンベンショ 秋田市大町一丁目２番37号

ン協会

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

佐竹史料館ミュージアムグッズ販売収入

３ 指定年月日

令和７年10月25日
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秋田市告示第304号

次の者の住所および居所が不明のため、住民基本台帳法施行令（昭和42

年政令第292号）第12条第１項の規定に基づき、その住民票を職権消除し

たので、同条第４項の規定により告示する。

令和７年10月28日

秋田市長 沼 谷 純

住民基本台帳に記載のあった住所および氏名

住 所 氏 名

秋田市仁井田本町二丁目５番19号 鈴 木 昌 千

〔教示〕

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第２条の規定により、秋田市長に対して審査請求をすることができる。

２ この処分については、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第14

条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、秋田市（代表者は秋田市長）を被告として、処分の取消

しの訴えを提起することができる。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができる。
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秋田市告示第305号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条および第50条の２（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例による場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療

支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定し、廃止し、お

よび休止したので、生活保護法第55条の３の規定により告示する。

令和７年10月30日

秋田市長 沼 谷 純

１ 指定

事業所名称 所 在 地 指定年月日

ふじ産婦人科・内科 秋田市外旭川字小谷地２番地１ 令和７年10月１日

しみず内科 糖尿病・甲状
秋田市外旭川字松崎109番地１ 令和７年10月１日

腺クリニック

ヨコカナ薬局外旭川店 秋田市外旭川字松崎109番地３ 令和７年10月１日

秋田市将軍野南四丁目６番24－２
将軍野いわま薬局 令和７年10月１日

号

２ 廃止

事業所名称 廃止年月日

山王レディースクリニック 令和７年８月27日
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３ 休止

事業所名称 休止年月日

東通腎泌尿器科クリニック 令和７年９月１日
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秋田市告示第306号

次の介護保険料納入通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないため

送達できなかったので、介護保険法（平成９年法律第123号）第143条の規

定により準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の

規定により公示送達する。

なお、当該納入通知書は、福祉保健部介護保険課に保管し、送達を受け

るべき者が請求したときは、いつでも交付する。

令和７年10月31日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

令和７年度介護保険料納入通知書
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秋田市教委告示第14号

令和７年10月23日午後３時30分秋田市役所５階５－Ａ会議室に教育委員

会定例会を招集する。

令和７年10月20日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

付議案件

秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件
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秋田市教委告示第15号

秋田市立小、中学校通学区域の一部を改正する件

令和７年10月31日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

秋田市立小、中学校通学区域の一部を次のように改正する。

秋田市立小学校通学区域表の土崎小学校の表を次のように改める。

土崎小学校

土崎港中央 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、

七丁目３番１号～３番７号、七丁目３番16号～３番30

号

土崎港東 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目１番～４番

土崎港西 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目

土崎港南 一丁目１番26号～１番50号（※高清水小学校）、一丁

目２番、一丁目３番18号～３番48号（※高清水小学

校）、一丁目４番 23号～４番 35号（※高清水小学

校）、一丁目５番～14番、二丁目３番17号～３番68号

（※高清水小学校）、二丁目４番～６番

将軍野 東一丁目１番～６番、東二丁目、東三丁目１番～３

番、南五丁目12番、桂町１番～22番、桂町25番～29

番、向山４番～５番

土崎港相染町字 大浜、中島下

土崎港 御蔵町、穀保町、下浜町

土崎港古川町字 相染境、古川添下

秋田市立小学校通学区域表の土崎南小学校の表を削る。
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秋田市立小学校通学区域表の高清水小学校の表土崎港南の項中「土崎南

小学校」を「土崎小学校」に改める。

秋田市立小学校通学区域表の河辺小学校の表河辺北野田高屋字の項を次

のように改める。

河辺北野田高屋 大木沢、大滝沢、大籏沢、大稗田沢、大谷地、小高、

字 上堂ケ沢、雷谷地、上盤昌、上前田表１番地～102番

地、上山井沢、神田、茱萸野、茱萸野表、茱萸野下

川、栗山沢、黒沼、黒沼上堤下、黒沼下堤下、榊表１

番地～54番地、獅子岱、下山井沢、高橋、高屋、滝

沢、竹ノ子沢、堂ノ前、木賊沢、中山井沢、畑ノ沢、

畑務沢、鼻峰沢、前田、前田表、務沢、桃ノ木沢、森

ノ沢、薬師沢

秋田市立小学校通学区域表の河辺小学校の表河辺高岡字の項の次に次の

ように加える。

河辺戸島字 井戸尻下、井戸尻台、上野、大堤下、大堤山、大古

川、沖田表、ヲソノ、上高屋、上祭沢、川苗代、北ノ

沢駒坂台、下久保丸山向川原、酌子、白熊沢、千刈

田、舘下、戸島館、中川原、中田、七曲石坂台、七曲

下、七曲台、野田、野田山小堤下、稗田、藤島、町

尻、三嶽、本町、下久保、丸山、向川原

河辺豊成字 一ノ割、大川越、ヲカナ沢、虚空蔵大台滝、坂ノ下、

祖神台、古川敷、古川添、宮下、館下

河辺畑谷字 大沢、大又、蟹沢、川向、岱、中村、丸山

秋田市立小学校通学区域表の河辺小学校の表河辺松渕字の項を次のよう

に改める。

河辺松渕字 岩箱向、大土手下、大森沢、小川向、街道北、街道北

下段、風無沢出口、風無台、金神、川原田、川原田家
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ノ後、行人塚、三十郎川原、下袋、捨り水、高田、高

山下、中村、沼袋、東沢、松木台、松渕、餅田沢、大

滝沢、小川原

秋田市立小学校通学区域表の戸島小学校の表を削る。

秋田市立小学校通学区域表の（住所地にかかる要件によって指定校が異

なる地区）の表土崎港中央二丁目３番56号の項から広面字碇の項までを削

り、同表下北手桜字宮ヶ沢の項中「下北手小学校」を「広面小学校」に改

める。

附 則

施行期日は、令和８年４月１日とする。
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秋田市農委告示第14号

次の農地は農地法（昭和27年法律第229号）第33条第１項に該当する農

地であるので、同条第２項の規定により準用する同法第32条第３項の規定

に基づき告示する。

令和７年10月６日

秋田市農業委員会会長 佐々木 吉 秋

１ 農地の所在等

所在・地番 地目 面積 農地に関する 農地の所有者等

（㎡） 権利の種類 の情報

秋田市山内字松 田 3,662 所有権 登記名義人

原141番 古 田 ハツヱ

農地法第33条第１項に該当する農地：耕作の事業に従事する者が不在

となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省

令で定める農地

２ この告示は、農地法第33条第１項の農地について、同条第２項の規定

により準用する同法第32条第２項および第３項の規定による探索を行っ

た結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき

使用および収益をする者（以下「所有者等」という。）を確知できない

ことから行うものである（農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）

第74条の２により探索を行ったとみなされる場合を含む。）。

３ 上記の農地の所有者等は、この告示の日から起算して２か月以内に、

次に掲げる事項を記載した申出書に当該農地についての権原を証する書

類を添えて秋田市農業委員会に提出するものとする。

(1) 申出を行う者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、主た

る事務所の所在地および代表者の氏名）

(2) 当該農地の所在、地番、地目および面積
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４ この告示があった日から起算して２か月以内に所有者等から申出がな

かった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を

通知し、当該告示に係る農地について秋田県知事の裁定により利用権の

設定が行われることがある。
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秋田市農委告示第15号

令和７年10月21日午後２時秋田市役所正庁に秋田市農業委員会総会を招

集する。

令和７年10月９日

秋田市農業委員会会長 佐々木 吉 秋

案件

１ 農地法第３条の規定による許可申請に関する件

２ 農地法第５条の規定による許可申請に関する件
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秋田市上下水道局告示第16号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３の２第４項で準用する同法

第25条の３第１項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の更新を行

ったので、秋田市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局

管理規程第２号）第８条の３第２号の規定により告示する。

令和７年10月７日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

事業者名 代表者 所在地 指定の有効期限

山二施設工業株 阿 部 公 雄 秋田市山王五丁目 令和12年９月29日

式会社 １番７号

有限会社太平工 藤 井 進 秋田市南通築地16 令和12年９月29日

務所 番11号

株式会社カミオ 谷 藤 健 二 秋田市将軍野南三 令和12年９月29日

丁目９番４号

株式会社日東施 新 泉 博 智 秋田市楢山登町11 令和12年９月29日

設工業所 番40号

株式会社三和施 佐 藤 弘 康 秋田市楢山古川新 令和12年９月29日

設 町28番地

有限会社志摩水 志 摩 睦 夫 秋田市土崎港東二 令和12年９月29日

道工業所 丁目12番４号

山岡工業株式会 阿 部 倫比古 秋田市御所野湯本 令和12年９月29日

社 二丁目１番５号

株式会社日景工 日 景 英 之 秋田市高陽青柳町 令和12年９月29日

業 16番55号
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キバ水道株式会 相 原 博 元 秋田市桜一丁目16 令和12年９月29日

社 番17号

株式会社藤工業 佐 藤 晃 秋田市新屋寿町１ 令和12年９月29日

サービス 番５号

株式会社渡部工 渡 部 俊 二 秋田市新屋松美ガ 令和12年９月29日

業 丘東町２番６号

清三屋施設工業 高 橋 洋 平 秋田市新屋天秤野 令和12年９月29日

株式会社 ５番18号

羽後設備株式会 佐 藤 裕 之 秋田市泉中央二丁 令和12年９月29日

社 目２番29号

総合施設株式会 鈴 木 英 樹 秋田市外旭川字三 令和12年９月29日

社 千刈106番地１

高進設備株式会 高 橋 清 広 秋田市仁井田字仲 令和12年９月29日

社 谷地308番地１

有限会社黒崎施 黒 崎 博 秋田市四ツ小屋小 令和12年９月29日

設工業 阿地字柳林44番地

５

株式会社北勢工 太 田 博 之 秋田市仁井田本町 令和12年９月29日

業 五丁目１番62号

株式会社佐藤設 佐 藤 竜 太 秋田市飯島字薬師 令和12年９月29日

備工業 田342番地

日管設備工業株 工 藤 健 悟 秋田市外旭川字三 令和12年９月29日

式会社 千刈７番地６

株式会社協設 吉 田 孝 二 秋田市八橋三和町 令和12年９月29日

11番27号

タシン工業有限 田 口 正 人 秋田市牛島西三丁 令和12年９月29日

会社 目２番25号

有限会社桜庭設 伊 藤 俊 美 秋田市東通観音前 令和12年９月29日

備工業 ８番27号

-195-



株式会社新興技 三 浦 俊 彦 秋田市下浜羽川字 令和12年９月29日

研設備 五郎池128番地２

木場株式会社 木 場 大 秋田市仁井田二ツ 令和12年９月29日

屋一丁目１番27号

三和興業株式会 眞 壁 伸 也 秋田市土崎港西一 令和12年９月29日

社秋田支店 丁目３番38号

塚田工業株式会 塚 田 哲 雄 秋田市高陽幸町２ 令和12年９月29日

社 番47号

有限会社三浦ポ 三 浦 浩 志 潟上市天王字上江 令和12年９月29日

ンプセンター 川47番地924

川上設備工業株 川 上 正 明 潟上市昭和豊川竜 令和12年９月29日

式会社 毛字坂の下２番地

佐藤施設工業株 佐 藤 貴 彦 横手市雄物川町今 令和12年９月29日

式会社 宿字出向196番地

秋田日化サービ 鈴 木 英 樹 秋田市外旭川字三 令和12年９月29日

ス株式会社 千刈106番地１

有限会社寶温水 佐々木 薫 秋田市外旭川八柳 令和12年９月29日

器サービス 一丁目14番５号

有限会社ＳＫ工 小 林 秀 樹 秋田市四ツ小屋字 令和12年９月29日

業 城下当場13番３号

有限会社ケー・ 佐々木 謙 二 秋田市御所野湯本 令和12年９月29日

エスケー管工 四丁目１番10号

互大設備工業株 脇 屋 晃 大 秋田市添川字境内 令和12年９月29日

式会社 川原228番27

株式会社小田嶋 小田嶋 美 光 大仙市協和境字苅 令和12年９月29日

産業 谷沢43番地

貴俵電気設備工 貴 俵 順 征 横手市雄物川町造 令和12年９月29日

業株式会社 山字造山143番地

の16

-196-



佐々木設備 佐々木 雄 市 秋田市河辺戸島字 令和12年９月29日

本町176番地３

株式会社ユアテ 谷 藤 敏 和 秋田市川尻町字大 令和12年９月29日

ックサービス秋 川反233番地９

田営業所

株式会社盛和設 田 村 毅 秋田市茨島二丁目 令和12年９月29日

備 15番20号

イワヤ設備 岩 谷 豊 二 秋田市泉中央六丁 令和12年９月29日

目10番９号

株式会社加賀屋 加賀屋 篤 秋田市川尻町字中 令和12年９月29日

組 島212番地の１

六長エンジニア 六呂田 長 城 秋田市新屋船場町 令和12年９月29日

リング ５番12号

伊藤設備 伊 藤 龍 一 潟上市天王字上江 令和12年９月29日

川47番地988

株式会社テクニ 下タ村 祐 美 秋田市太平目長崎 令和12年９月29日

カサービス 字本町20番地３

中央興業 石 川 博 文 南秋田郡八郎潟町 令和12年９月29日

字中嶋336番地50

出羽工業 田 口 久 清 秋田市下北手梨平 令和12年９月29日

字梨平85番地２

アキタ設備サー 大 塚 誠 秋田市横森二丁目 令和12年９月29日

ビス １番18号

オリエント渡部 渡 部 義 隆 秋田市飯島字南場 令和12年９月29日

掛210番地２

有限会社角間川 岸 竹 一 大仙市角間川町字 令和12年９月29日

設備工業 東元道巻137番地

３

-197-



株式会社アキオ 國 枝 寛 之 秋田市外旭川八柳 令和12年９月29日

ン秋田温水器サ 三丁目14番50号

ービスセンター

佐々公工務店株 佐々木 公 益 秋田市広面字川崎 令和12年９月29日

式会社 21番地８

有限会社日設工 鎌 田 政 満 潟上市天王字蒲沼 令和12年９月29日

業 74番地33

有限会社成田設 成 田 一 仁 横手市大森町十日 令和12年９月29日

備工業 町字藤田123番地
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秋田市上下水道局告示第17号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３の２第１項の規定に基づき

秋田市指定給水装置工事事業者の指定の効力を失ったので、秋田市水道事

業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規程第２号）第８条

の３第３号の規定により告示する。

令和７年10月９日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

事業者名 代表者 所在地 効力が失われた日

矢留水道工業所 安 藤 優 秋田市浜田字滝ノ 令和７年９月30日

原100番地１

株式会社佐藤土 佐 藤 喜 悦 由利本荘市肴町66 令和７年９月30日

建 番地の３

株式会社三共施 齋 藤 淳 一 由利本荘市薬師堂 令和７年９月30日

設 字谷地177番地

株式会社柴田ボ 柴 田 重 雄 能代市扇田字四ツ 令和７年９月30日

イラ工業 屋25番地187
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秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定によ

り、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり公告し、関係書

類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項の規定により、縦

覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、これを述べることができ

る。

令和７年10月２日

秋田市長 沼 谷 純

１ 届出事項の概要

(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称および住所

名 称 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

代表取締役 成 瀬 明 弘

住 所 東京都港区港南一丁目２番70号

名 称 紅屋商事株式会社

代表取締役 秦 雅 秀

住 所 青森県青森市大字石江字三好130番１ カブセンター西青森

店２階

名 称 株式会社秋田イエローハット

代表取締役 小 林 聡

住 所 秋田市広面字堤敷64番地１

(2) 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 八橋新国道複合店舗

所在地 秋田市八橋大畑一丁目226-１および226-２ならびに八橋鯲

-200-



沼町19-１、20-１、20-２、21、22、23、24、25-２および

26-１

(3) 変更した事項

ア 大規模小売店舗の設置者の名称および住所ならびに法人にあって

は代表者の氏名

変更前 株式会社秋田イエローハット

代表取締役 秋 元 幸 夫

秋田市広面字堤敷64番地１

変更後 株式会社秋田イエローハット

代表取締役 小 林 聡

秋田市広面字堤敷64番地１

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称および住

所ならびに法人にあっては代表者の氏名

変更前 株式会社秋田イエローハット

代表取締役 秋 元 幸 夫

秋田市広面字堤敷64番地１

新興商事株式会社

代表取締役 髙 橋 彦 一

新潟県新潟市中央区女池上山一丁目４番43号

変更後 株式会社秋田イエローハット

代表取締役 小 林 聡

秋田市広面字堤敷64番地１

新興商事株式会社

代表取締役 堀 井 巖

新潟県新潟市中央区女池上山一丁目４番43号

(4) 変更年月日

令和７年２月14日および同年４月３日

(5) 変更理由

代表者を変更したため

２ 届出年月日
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令和７年９月26日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

(1) 縦覧場所

秋田市産業振興部商工貿易振興課

(2) 縦覧期間

令和７年10月２日から令和８年２月２日まで。ただし、土曜日、日

曜日および国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに令和７年12

月29日から令和８年１月３日まで（休日を除く。）を除く、午前８時

30分から午後５時15分まで

４ 意見書の提出先

秋田市産業振興部商工貿易振興課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

(1) 意見を述べる者の氏名および住所

(2) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

(3) 意見を述べる理由
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秋田市公告

市有物件の売払いについて次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定に基づき公告

する。

令和７年10月10日

秋田市長 沼 谷 純

１ 売払物件の表示

秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理事業施行地区内

所 在 地 地積 最低落札価格

１ 秋田市手形字山崎65ブロック６ロット 141㎡ 10,420,000円

２ 秋田市手形字山崎65ブロック12ロット 152㎡ 10,883,000円

３ 秋田市手形字山崎65ブロック14ロット 151㎡ 11,159,000円

４ 秋田市手形字山崎69ブロック４ロット 147㎡ 10,525,000円

２ 入札参加者の資格

地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。

３ 入札の場所および日時

(1) 場所 秋田市役所本庁舎６階会議室６－Ａ

(2) 入札 令和７年10月23日（木）午前11時

（入札申込受付は午前10時から午前10時50分まで）

(3) 開札 入札締切後直ちに開札

４ 入札心得書および契約条項を示す場所

秋田市手形字山崎44番地３ 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所

５ 入札保証金

(1) 現金又は秋田市を支払地とする銀行振出しの小切手をもって、入札

金額の100分の５以上に相当する金額を入札申込受付時間内に納付する

こと。
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(2) 入札保証金は、還付又は契約保証金（契約金額の100分の10以上）

の納付に振り替えることができる。

(3) 落札者が指定期日までに契約を締結しないときは落札は無効とし、

入札保証金は市に帰属する。

６ 入札無効に関する事項

(1) 郵便による入札は認めないものとする。

(2) 入札の参加に必要な資格のない者のした入札および入札心得書に記

載した事項に違反した入札は、無効とする。

７ 売買契約の締結

落札者は、市長が落札の通知を発した日から起算して７日以内に契約

を締結しなければならない。

８ 契約保証金

(1) 契約者は、契約締結後直ちに契約保証金（契約金額の100分の10以

上で入札保証金充当分を差し引く。）を納めなければならない。

(2) 契約保証金は、契約者の申出により、当該売払代金に充当すること

ができる。

９ 売払代金

契約者は、契約締結後14日以内に売払代金（契約保証金充当分を差し

引く。）を市の発行する納入通知書により納付しなければならない。

10 売払物件の案内日時および場所

(1) 秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理事業施行地区内

秋田市手形字山崎65ブロック６ロット

日 時 令和７年10月16日（木）

午前10時から午前10時５分まで

集合場所 現地

(2) 秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理事業施行地区内

秋田市手形字山崎65ブロック12ロット

日 時 令和７年10月16日（木）

午前10時５分から午前10時10分まで

集合場所 現地
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(3) 秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理事業施行地区内

秋田市手形字山崎65ブロック14ロット

日 時 令和７年10月16日（木）

午前10時10分から午前10時15分まで

集合場所 現地

(4) 秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理事業施行地区内

秋田市手形字山崎69ブロック４ロット

日 時 令和７年10月16日（木）

午前10時15分から午前10時20分まで

集合場所 現地
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秋田市公告

次の特定空家等（空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律

第127号）第２条第２項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。）につ

いて、その所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）を確知するこ

とができないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。

令和７年10月10日

秋田市長 沼 谷 純

１ 対象となる特定空家等

(1) 所在地 秋田市河辺三内字野崎179番地10

(2) 用 途 居宅兼店舗

(3) 構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

(4) 規 模 建築面積 約160㎡

延べ床面積 約300㎡

２ 所有者等において行うべき措置の内容

(1) 当該特定空家等の全ての除却又はこれに相当する措置をとること。

(2) 当該特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、措

置の期限までに運び出し、適切に処分すること。

(3) 当該特定空家等の除却により発生する動産等については、措置の期

限までに関係法令に従って適切に処理すること。

３ 措置の期限 令和７年10月31日

４ 秋田市長等による措置

３の期限までに２の措置が行われない場合は、秋田市長又はその命じ

た者もしくは委任した者が２の措置を行い、所有者等から当該措置に要

した費用を徴収する。
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秋田市公告

秋田市が設置している自転車等駐車場内に長期間放置されていた自転車

等を撤去し、保管したので、次のとおり公告する。

令和７年10月22日

秋田市長 沼 谷 純

１ 撤去し、保管した自転車等

(1) 放置されていた場所および台数

アトリオン広場地下自転車駐車場 54台

(2) 撤去し、保管した年月日

令和７年10月16日

(3) 防犯登録番号等

別紙（省略）のとおり

(4) 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前９時から午後５時まで

イ 場所 秋田市が指定する各自転車等駐車場

(5) 返還を開始する年月日および返還を行う期間

令和７年10月22日から令和８年４月22日まで。ただし、土曜日、日

曜日および国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに令和７年12

月29日から令和８年１月３日まで（休日を除く。）を除く。

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、長期放置自転車等返還申請

書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の利用者又は所

有者であることを証明するものを提示すること。

３ 自転車等の処分

この公告に係る自転車等で、公告後６か月を経過しても利用者等の引

取りがないものについては、本市で処分する。
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４ 問合せ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市都市整備部交通政策課 電話 888－5766
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秋田市公告

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条

第５項の規定により、農用地利用集積等促進計画を令和７年10月27日に認

可したので、同条第７項の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧に供する。

令和７年10月27日

秋田市長 沼 谷 純

１ 縦覧に供する書類

農用地利用集積等促進計画

２ 縦覧場所

秋田市山王一丁目１番１号 本庁舎３階

秋田市産業振興部農業農村振興課

３ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土曜日、日曜日および

国民の祝日（以下「休日」という。）ならびに12月29日から１月３日ま

で（休日を除く。）を除く。
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秋田市上下水道局公告

秋田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和51年秋田市条例

第19号）第５条の規定に基づき、受益者負担金の賦課対象区域を定めたの

で、次のとおり公告する。

令和７年10月９日

秋田市上下水道事業管理者 佐々木 保

賦課対象区域

手形字中谷地地内（別添図面（省略）に表示された施工箇所に面した土

地又は排水可能となる土地で、下水道事業計画区域内にあるもの）
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